
 

 

 

 

 

「「在在住住確確認認書書類類」」ととはは 

●運転免許証

●健康保険証（両面で住所記載必須）・医療証なども可

●住基カード

●住民票の写し（３ヶ月以内）

〇マイナンバーカード…窓口で提示のみ可

■誤って記入してしまった場合の訂正         ■訂正印は鮮明にご捺印ください

二重線で訂正線を引き、訂正印をご捺印の上、正しい内容をご記入ください。   受付できない例

①補助金交付申請書記入例 受講者が申請者と同じ場合

申請者は

補助金請求口座

の名義人と同じ

になります

※他名義人振込希望

の場合は委任状の

記入が必須

当ガイドブックに

掲載されている

学習機関名称と

受講講座名

黒黒ののボボーールルペペンンでで、、読読みみややすすいいよよううににごご記記入入くくだだささいい。。（（鉛鉛筆筆やや熱熱でで消消すすここととののででききるるボボーールルペペンンはは使使用用不不可可）） 

窓窓口口……「「在在住住確確認認書書類類」」 

※※訂訂正正がが必必要要なな場場合合ののたためめ「「訂訂正正用用のの印印鑑鑑」」ももごご持持参参くくだだささいい 

郵郵送送……「「在在住住確確認認書書類類」」（（ココピピーー）） 

※※郵郵便便事事故故のの責責任任はは負負いいかかねねまますす 

上記の申請書と同時に、以下の提出が必要です。
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二重線で訂正線を引き、訂正印をご捺印の上、正しい内容をご記入ください。   受付できない例

窓窓口口……「「申申請請者者がが受受講講者者のの保保護護者者ででああるる確確認認書書類類」」とと「「受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類」」 

※※訂訂正正がが必必要要なな場場合合ののたためめ「「訂訂正正用用のの印印鑑鑑」」ももごご持持参参くくだだささいい 

郵郵送送……「「申申請請者者がが受受講講者者のの保保護護者者ででああるる確確認認書書類類」」とと「「受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類」」 

※※郵郵便便事事故故のの責責任任はは負負いいかかねねまますす 

①補助金交付申請書記入例 受講者が 18歳未満の場合

黒黒ののボボーールルペペンンでで、、読読みみややすすいいよよううににごご記記入入くくだだささいい。。（（鉛鉛筆筆やや熱熱でで消消すすここととののででききるるボボーールルペペンンはは使使用用不不可可）） 

保護者の氏名
 

【推推奨奨】】受受講講者者((おお子子様様））のの

保保険険証証・・医医療療証証等等のの保保護護

者者とと同同一一名名義義

（確認書類が 1 点のみ）
詳細はページ下段を参照

※補助金請求口座の名義

人は申請者となります

※他名義振込希望の場合

は委任状の記入が必須

当ガイドブックに

掲載されている

学習機関名・講座名

お子様の氏名 
と住所と生年月日

住所等は同同上上で記入可

【推奨】

申申請請者者（（保保護護者者））名名とと被被保保険険者者がが

一一致致すするる場場合合１１点点ののみみでで証証明明可可 
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